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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（１）中枠の左右の枠部のいずれかに取り付けられ、遊技盤の左右の一方の辺を回動可
能に保持する保持具と、
　（２）前記中枠の前記保持具が取り付けられた枠部に対向する枠部に取り付けられ、前
記保持具によって左右の一方の辺を保持された遊技盤を前記中枠に向かって回動したとき
に左右の他方の辺の側を固定支持する固定装置と、
　（３）前記遊技盤の裏面の回動中心から所定距離外方向へ離れた位置に取り付けられた
遊技盤側コネクタと、
　（４）前記中枠の前面側に取り付けられ、前記回動操作に伴って前記遊技盤側コネクタ
と挿脱される中枠側コネクタと
　を備え、さらに、以下の構成をも採用したことを特徴とする遊技機。
　（１１）前記中枠側コネクタ及び前記遊技盤側コネクタは、多数の端子が一列又は複数
列に配列された接続部を有し、前記中枠及び前記遊技盤の各取付面に対して前記接続部の
多数の端子の配列方向が前記中枠の左右の辺とほぼ平行となる様に取り付けられていて、
前記中枠側コネクタは前記中枠の前面から前方へ突出する様に設置される一方、前記遊技
盤側コネクタは前記遊技盤の裏面から後方に向かって突出する様に設置されていること。
　（１２）前記中枠側コネクタ及び前記遊技盤側コネクタの少なくとも一方が、前記回動
中心に対し、外側への傾動を規制される一方、内側へは傾動し得るフローティング状態と
なる様に取り付けられていること。
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【請求項２】
　（１）中枠の上下左右の枠部のいずれかに取り付けられ、遊技盤の上下又は左右の一方
の辺を回動可能に保持する保持具と、
　（２）前記中枠の前記保持具が取り付けられた枠部に対向する枠部に取り付けられ、前
記保持具によって上下又は左右の一方の辺を保持された遊技盤を前記中枠に向かって回動
したときに上下又は左右の他方の辺の側を固定支持する固定装置と、
　（３）前記遊技盤の裏面の回動中心から所定距離外方向へ離れた位置に取り付けられた
遊技盤側コネクタと、
　（４）前記中枠の前面側に取り付けられ、前記回動操作に伴って前記遊技盤側コネクタ
と挿脱される中枠側コネクタと
　を備え、さらに、以下の構成をも採用したことを特徴とする遊技機。
　（１１）前記中枠側コネクタ及び前記遊技盤側コネクタは、多数の端子が一列又は複数
列に配列された接続部を有し、前記中枠及び前記遊技盤の各取付面に対して前記接続部の
多数の端子の配列方向が前記中枠の上下又は左右の辺とほぼ平行となる様に取り付けられ
ていること。
　（１２－１）前記中枠側コネクタ及び前記遊技盤側コネクタの両方が、前記回動中心に
対する外側への傾動を規制されたフローティング状態となる様に取り付けられていること
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤を遊技機本体に対して前側からの回動操作によって着脱自在に装着し
得る様に構成した遊技機に係り、特に、遊技盤への給電用のコネクタの挿脱を、遊技盤の
着脱と同時に実施し得る様に構成した遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技盤を遊技機本体に対して前側からの回動操作によって着脱自在に装着し得る
様に構成したパチンコ機が知られている（特許文献１）。
【０００３】
　この特許文献１のパチンコ機は、遊技盤側の裏面と遊技機本体側の前面に、互いに対向
位置し遊技盤の着脱動作に伴い電気的に接続状態または非接続状態とし得る一対のコネク
タを配置し、少なくともいずれか一方のコネクタを接続方向に対し直交する面内で移動自
在なフローティングコネクタとすることにより、着脱操作の際に遊技盤が上下または左右
にずれた場合にも、両コネクターを確実に接続できる技術を提案している。
【特許文献１】特開２００５－１６８６７９号公報（００１９、図３，図９）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１において遊技盤を遊技機本体に装着する操作はコネクタの取
付位置と反対側を支点とする回動操作によるものであるため、コネクタ同士は最初に斜め
に当接することから、接続初期にコネクタピンに負担が掛かり、挿入し難かったり、場合
によっては破損してしまうおそれがある。
【０００５】
　そこで、本願は、遊技盤を遊技機本体に対して前側からの回動操作によって着脱自在に
装着し得る様に構成した遊技機において、遊技盤と中枠に取り付けられたコネクタ組の挿
脱動作をスムーズに実行することにより、コネクタの損傷を防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた本発明の遊技機は、
　（１）中枠の左右の枠部のいずれかに取り付けられ、遊技盤の左右の一方の辺を回動可
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能に保持する保持具と、
　（２）前記中枠の前記保持具が取り付けられた枠部に対向する枠部に取り付けられ、前
記保持具によって左右の一方の辺を保持された遊技盤を前記中枠に向かって回動したとき
に左右の他方の辺の側を固定支持する固定装置と、
　（３）前記遊技盤の裏面の回動中心から所定距離外方向へ離れた位置に取り付けられた
遊技盤側コネクタと、
　（４）前記中枠の前面側に取り付けられ、前記回動操作に伴って前記遊技盤側コネクタ
と挿脱される中枠側コネクタと
　を備え、さらに、以下の構成をも採用したことを特徴とする遊技機。
　（１１）前記中枠側コネクタ及び前記遊技盤側コネクタは、多数の端子が一列又は複数
列に配列された接続部を有し、前記中枠及び前記遊技盤の各取付面に対して前記接続部の
多数の端子の配列方向が前記中枠の左右の辺とほぼ平行となる様に取り付けられていて、
前記中枠側コネクタは前記中枠の前面から前方へ突出する様に設置される一方、前記遊技
盤側コネクタは前記遊技盤の裏面から後方に向かって突出する様に設置されていること。
　（１２）前記中枠側コネクタ及び前記遊技盤側コネクタの少なくとも一方が、前記回動
中心に対し、外側への傾動を規制される一方、内側へは傾動し得るフローティング状態と
なる様に取り付けられていること。
【０００７】
　本発明の遊技機によれば、「遊技盤側コネクタを、遊技盤の裏面の回動中心から所定距
離外方向へ離れた位置に取り付けると共に（（３）の構成）、中枠側コネクタ及び遊技盤
側コネクタの少なくとも一方が、外側への傾動を規制される一方、内側へは傾動し得るフ
ローティング状態となる様に取り付けられていること（（１２）の構成）」を採用したの
で、遊技盤の回動操作に伴って（１１）の構成からなるコネクタ同士が当接し係合し合う
際に、回動操作の進行と共にコネクタ同士が互いに係合し合う方向へとスムーズに傾動す
ることができ、コネクタ組の係合がスムーズに実行される。
【０００８】
　同じく上記目的を達成するためになされた本発明の遊技機は、
　（１）中枠の上下左右の枠部のいずれかに取り付けられ、遊技盤の上下又は左右の一方
の辺を回動可能に保持する保持具と、
　（２）前記中枠の前記保持具が取り付けられた枠部に対向する枠部に取り付けられ、前
記保持具によって上下又は左右の一方の辺を保持された遊技盤を前記中枠に向かって回動
したときに上下又は左右の他方の辺の側を固定支持する固定装置と、
　（３）前記遊技盤の裏面の回動中心から所定距離外方向へ離れた位置に取り付けられた
遊技盤側コネクタと、
　（４）前記中枠の前面側に取り付けられ、前記回動操作に伴って前記遊技盤側コネクタ
と挿脱される中枠側コネクタと
　を備え、さらに、以下の構成をも採用したことを特徴とする遊技機。
　（１１）前記中枠側コネクタ及び前記遊技盤側コネクタは、多数の端子が一列又は複数
列に配列された接続部を有し、前記中枠及び前記遊技盤の各取付面に対して前記接続部の
多数の端子の配列方向が前記中枠の上下又は左右の辺とほぼ平行となる様に取り付けられ
ていること。
　（１２－１）前記中枠側コネクタ及び前記遊技盤側コネクタの両方が、前記回動中心に
対する外側への傾動を規制されたフローティング状態となる様に取り付けられていること
。
　かかる構成を採用した遊技機によれば、回動中心が左右いずれかの枠部であるときは左
右方向、上下いずれかの枠部であるときは上下方向となり、これら傾動方向における外側
への傾動が規制されることになる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、遊技盤を遊技機本体に対して前側からの回動操作によって着脱自在に
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装着し得る様に構成した遊技機において、遊技盤と中枠に取り付けられたコネクタ組の挿
脱動作をスムーズに実行することができ、コネクタの損傷を防止することができる。よっ
て、遊技機メーカーにおける遊技機組立作業や、遊技場における遊技盤取替作業を、簡単
・確実に実施することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態のパチンコ機の正面図である。
【図２】実施形態のパチンコ機の横断面図である。
【図３】第１実施形態におけるコネクタの部分を示し、（Ａ）は左方から見た縦断面図、
（Ｂ），（Ｃ）はその横断面図である。
【図４】第２実施形態におけるコネクタの部分の横断面図である。
【図５】第３実施形態におけるコネクタの部分の横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を具体化した実施形態のパチンコ機を図面に基づき詳細に説明する。なお
本実施形態において「左」又は「右」とは、パチンコ機の表側（前面側）から見たときの
「左」又は「右」を示すものとする。
【００１２】
　実施形態のパチンコ機Ｐは、図１，図２に示す様に、外枠Ａの開口前面側に中枠Ｂが着
脱及び開閉可能に組付けられ、この中枠Ｂの前面側に遊技盤Ｄが着脱及び開閉可能に組み
付けられ、この遊技盤Ｄの前面を透視保護する前枠（ガラス扉。図示略。）が中枠Ｂに対
して開閉可能に取り付けられた一般的なものである。なお、中枠Ｂの前面側下部には、上
部球受け皿Ｅ、下部球受け皿Ｆ及び発射ハンドルＧが取り付けられる。
【００１３】
　中枠Ｂの左側面枠部ＢL には、遊技盤Ｄの左辺ＤL を回動可能に保持する保持具Ｊが取
り付けられている。この保持具Ｊは、Ｌ字状の金具を中枠Ｂの左側面枠部ＢL に対して回
動可能に取り付けたもので、遊技盤Ｄを、その左辺ＤL 及び前面ＤF に当接した状態で保
持する。
【００１４】
　中枠Ｂの右側面枠部ＢR には、保持具Ｊによって左辺ＤL を保持された遊技盤Ｄを中枠
Ｂに向かって回動したときに右辺ＤR の側を固定支持する固定装置Ｈも取り付けられてい
る。この固定装置Ｈは、遊技盤Ｄの右上角部ＤR1及び右下角部ＤR2を前面から押圧固定す
る回動操作部材Ｈ１を備えている。
【００１５】
　また、遊技盤Ｄの裏面には、図２に示す様に、回動中心である左辺ＤL から所定距離Ｌ
１だけ外方向へ離れた右辺ＤR 近くの位置に遊技盤側コネクタ１０が取り付けられている
。そして、中枠Ｂの前面側には、保持具Ｊの回動軸から所定距離Ｌ２（≒Ｌ１）だけ離れ
た位置に、遊技盤側コネクタ１０と挿脱される中枠側コネクタ２０が取り付けられている
。
【００１６】
　これら中枠側コネクタ２０及び遊技盤側コネクタ１０は、図１に示す様に、端子Pin の
配列方向が中枠の左右の辺とほぼ平行となる様に取り付けられている。
【００１７】
　本実施形態では、図３に示す様に、中枠側コネクタ２０がプラグタイプハウジング２１
で構成され、遊技盤側コネクタ１０がソケットタイプハウジング１１で構成された一組の
ピンコンタクトタイプのコネクタを用いる。
【００１８】
　ここで、中枠側コネクタ２０は、図３に示す様に、端子Pin の配列方向両端からさらに
外に向かって張り出す様にボックス底部に形成された取付用台部２２のそれぞれに形成さ
れた貫通孔２３に挿通されるネジ２４と、これと螺合するナット２５と、各ネジ２４に外
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挿されるコイルバネ２６とによって、中枠Ｂに直交する方向（前後方向）への移動及び中
枠Ｂの左右方向への傾動が可能なフローティング状態で取り付けられている。
【００１９】
　また、中枠側コネクタ２０が取り付けられる部分の中枠Ｂの表面には、ネジ２４を挿通
するネジ挿通孔３１が開口されると共に、このネジ孔３１の右側に突条３２が一体形成さ
れている。この突条３２は、ネジ挿通孔３１－３１間に渡る直線状のもので、ネジ挿通孔
３１から右側へのズレ量は、中枠側コネクタ２０の裏面幅の１／２よりも若干小さい量と
されている。従って、取付状態において、中枠側コネクタ２０は、外側への傾動が規制さ
れたフローティング状態となる。
【００２０】
　さらに、プラグタイプの中枠側コネクタ２０は、その先端２０ａがテーパーによる先細
形状とされ、ソケットタイプの遊技盤側コネクタ１０は、その凹所の先端１０ａがテーパ
による先広がりの形状とされている。また、両コネクタの左右の嵌合面には、左右非対称
の凹凸が形成されている。
【００２１】
　なお、本実施形態では、遊技盤側コネクタ１０は、遊技盤Ｄの裏面に直付けされている
。
【００２２】
　次に、パチンコ機Ｐにおいて、遊技盤Ｄを中枠Ｂに取り付ける際の作用について説明す
る。遊技盤Ｄの左辺ＤL を保持具Ｊに保持させ、回動操作によって遊技盤Ｄを中枠Ｂに対
して押し付ける。この際、遊技盤Ｄの裏面に取り付けられた遊技盤側コネクタ１０と中枠
側コネクタ２０とが係合し合う。このとき、遊技盤Ｄの回動操作の進行と共に中枠側コネ
クタ２０は、内側へは傾き易く、外側にはほとんど傾かない様に動きが誘導及び規制され
ている。従って、中枠側コネクタ２０が遊技盤側コネクタ１０から逃げる方向への傾きが
規制され、係合し合う方向への傾きが促進され、コネクタ組の係合がスムーズに実行され
る。こうして遊技盤Ｄを中枠Ｂに押し付けたら、中枠Ｂに備えられている固定装置Ｈの回
動操作部材Ｈ１を操作して遊技盤Ｄの前面を押圧保持する。
【００２３】
　なお、遊技盤Ｄを取り外す方向に回動するときには、無理な力が加わらないスムーズな
離脱が実現される。
【００２４】
　よって、本実施形態のパチンコ機Ｐによれば、遊技盤Ｄの着脱のための回動操作と同時
にコネクタ１０，２０の挿脱をスムーズに実施することができ、コネクタ１０，２０の損
傷を防止することができる。
【００２５】
　また、両コネクタ１０，２０としてソケット（雌）とプラグ（雄）の組合せを採用した
ので、嵌合によりしっかりと確実に接続される。さらに、プラグタイプハウジングで構成
される中枠側コネクタ２０の先端をテーパによる先細形状とすると共に、遊技盤側コネク
タ１０の凹所先端をテーパによる先広がり形状としたので、プラグがソケットへとスムー
ズに侵入することができ、よりスムーズな接続が実現される。また、離脱させる際にも、
先端テーパによる逃げが作用し、無理な力が加わらないスムーズな離脱が可能となってい
る。
【００２６】
　さらに、ネジ挿通孔３１，３１の近傍位置間に渡る突条３２を中枠Ｂのコネクタ取付面
に一体に形成したので、コネクタ２０の傾斜状態と遊技盤Ｄの回動状態のズレを生じ難く
する機能を確実に実現することができている。
【００２７】
　次に、第２実施形態について説明する。第２実施形態のパチンコ機は、コネクタをベロ
ーズコンタクトタイプにした点以外は、上述した実施形態と同様の構成を備えている。こ
こで、ベローズコンタクトタイプのコネクタとは、特開２００６－６６３５２号公報、特
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開２００２－３６７６９４号公報、特開２０００－２６０５０９号公報等に示される様に
、雌雄のコネクタの端子の内のいずれか一方が、薄板をＵ字状等に曲げて形成されたばね
性のある接点となっているものをいう。
【００２８】
　本実施形態では、図４に示す様に、雌端子４１に薄板を屈曲させたベローズコンタクト
を使用し、雄端子５１は平板で直線状のコンタクトを使用したコネクタ４０，５０を用い
る。
【００２９】
　本実施形態では、中枠Ｂ側にプラグタイプのコネクタ４０を、遊技盤Ｄ側にソケットタ
イプのコネクタ５０を取り付ける。両コネクタ４０，５０は、第１実施形態と同様に、上
下に向かって張り出す様に形成された取付用台部（図示略）のそれぞれに形成された貫通
孔（図示略）に挿通されるネジ４４，５４と、これと螺合するナット４５，５５と、各ネ
ジ４４，５４に外挿されるコイルバネ４６，５６とによって、各取付面に直交する方向へ
の移動及び取付面に沿った左右方向への傾動が可能なフローティング状態で取り付けられ
ている。
【００３０】
　また、遊技盤Ｄの裏面及び中枠Ｂの表面のコネクタ取付面には、ネジ４４，５４を挿通
するネジ挿通孔（図示略）が開口されると共に、このネジ孔の右側に突条４８，５８が一
体形成されている。この突条４８，５８は、ネジ挿通孔間に渡る直線状のもので、ネジ挿
通孔から外側（右）へのズレ量は、各コネクタ４０，５０の裏面幅の１／２よりも若干小
さい量とされている。従って、取付状態において、各コネクタ４０，５０は、外側への傾
動が規制されたフローティング状態となる。
【００３１】
　さらに、プラグタイプのコネクタ４０の先端４０ａがテーパーによる先細形状とされ、
ソケットタイプのコネクタ５０の凹所の先端５０ａがテーパによる先広がりの形状とされ
ている。また、両コネクタの上下の嵌合面には、上下非対称の凹凸が形成されている。
【００３２】
　本実施形態のパチンコ機Ｐも、第１実施形態と同じく、遊技盤Ｄの着脱のための回動操
作と同時にコネクタ４０，５０の挿脱をスムーズに実施することができ、コネクタ４０，
５０の損傷を防止することができる。また、ベローズコンタクトタイプの端子を使用した
ことにより、緩めのソケット＆プラグとしておいてもしっかりとした係合状態を実現する
ことができる。
【００３３】
　次に、第３実施形態について説明する。第３実施形態は、図５に示す様に、第１実施形
態において、フローティング状態で取り付けられるコネクタ１０の遊技盤回動中心に近い
側の縁の近くの裏面側に形成した嵌合孔７１に、突条３２よりも高さが低いピン状の突起
７２を着脱可能に装着したものである。
【００３４】
　かかる構成をも採用することで、内側への傾斜角度が大きくなり過ぎることも防止し、
大きな自由度と十分な規制のバランスを採ることができる。特に、ピン状の突起７２を着
脱可能なピン状部品としたので、部品交換をすることで傾斜角度のバランス調整を容易に
実施することができる。
【実施例１】
【００３５】
　コネクタ取付位置を遊技盤（全幅４８０ｍｍ）の左辺（回動中心）から４００ｍｍとし
た場合について、従来の両コネクタ直付けの場合と、本発明の第１実施形態の取り付け方
を採用した場合について比較検討する。
【００３６】
　従来の取り付け方では、挿入開始時の両コネクタの軸線（取付面に垂直な方向）同士の
ずれが角度にして約３度となり、何とか挿入できる程度であったのに対し、中枠側コネク
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タを第１実施形態同様に「外側への傾動規制を行ったフローティング状態」となる様にコ
イルバネ及び突条を用いて取り付けた場合は、挿入開始時の両コネクタの軸線同士のずれ
が角度にして約２度程度に収まり、非常にスムーズに挿入することができた。
【実施例２】
【００３７】
　次に、コネクタ取付位置を遊技盤（全幅４８０ｍｍ）の左辺（回動中心）から３００ｍ
ｍ（全幅の２／３弱の位置）とした場合について、従来の両コネクタ直付けの場合と、本
発明の第１実施形態の取り付け方を採用した場合について比較検討する。
【００３８】
　従来の取り付け方では、挿入開始時の両コネクタの軸線同士のずれが角度にして約５度
となり、挿入不可能であったのに対し、中枠側コネクタを第１実施形態同様に「外側への
傾動規制を行ったフローティング状態」となる様にコイルバネ及び突条を用いて取り付け
た場合は、挿入開始時の両コネクタの軸線同士のずれが角度にして約３度程度に収まり、
挿入可能な状態とすることができた。
【００３９】
　この様に、本発明は、コネクタ取付位置を遊技盤の中央寄りにしても、遊技盤取り付け
のための回動操作でコネクタの接続が可能になるという作用・効果を発揮するものである
ということもできる。即ち、本発明によれば、コネクタの配置を遊技盤の中央寄りにして
も、その接続を遊技盤取り付けのための回動操作で実施でき、これにより、コネクタ配置
位置の自由度が増大し、配線のための機器配置等の自由度も高まり、効率の良い設計を可
能にするという効果も発揮するものといえる。
【００４０】
　なお、第２実施形態並びに第３実施形態の取り付け方をした場合も、上述の実施例同様
に、従来の取り付け方では挿入不可能な中央寄りの位置にコネクタを配置した場合にも遊
技盤回動操作によるコネクタ接続状態の完了が可能である。
【００４１】
　以上、発明を実施するための形態としてのいくつかの実施形態及び実施例を説明したが
、本発明は、これに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内における種々
の変更が可能である。
【００４２】
　例えば、ベローズコンタクトの使用は雌側だけでなく、雄側にもベローズコンタクトを
使用したコネクタを用いてもよい。
【００４３】
　また、左右回動方式で遊技盤を着脱する構成に変えて、上下回動方式で遊技盤の着脱を
行うパチンコ機に対して本発明を実施してもよい。この場合、コネクタの取付方向は、端
子配列方向が中枠の上下の辺に沿う方向としておくとよい。なお、上述した実施形態の様
に左右回動方式で遊技盤を着脱する場合においても、端子配列方向を左右の辺ではなく上
下の辺に平行となる様にコネクタを取り付けてもよい。さらに、コネクタの取付位置は、
中枠の中央付近としておいてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は、遊技盤を遊技機本体に対して前側からの回動操作によって着脱自在に装着し
得る様に構成した遊技機に利用することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１０・・・遊技盤側コネクタ
　１０ａ・・・凹所の先端
　１１・・・ソケットタイプハウジング
　２０・・・中枠側コネクタ
　２１・・・プラグタイプハウジング



(8) JP 5612038 B2 2014.10.22

10

20

30

40

　２２・・・取付用台部
　２３・・・貫通孔
　２４・・・ネジ
　２５・・・ナット
　２６・・・コイルバネ
　３１・・・ネジ挿通孔
　３２・・・突条
　２０ａ・・・先端
　４０・・・プラグタイプのコネクタ（中枠側コネクタ）
　４０ａ・・・先端
　４１・・・雌端子
　４４・・・ネジ
　４５・・・ナット
　４６・・・コイルバネ
　４８・・・突条
　５０・・・ソケットタイプのコネクタ（遊技盤側コネクタ）
　５０ａ・・・凹所の先端
　５１・・・雄端子
　５４・・・ネジ
　５５・・・ナット
　５６・・・コイルバネ
　５８・・・突条
　７１・・・嵌合孔
　７２・・・ピン状の突起
　　Ａ・・・外枠
　　Ｂ・・・中枠
　　ＢL ・・・左側面枠部
　　ＢR ・・・右側面枠部
　　Ｄ・・・遊技盤
　　ＤF ・・・前面
　　ＤL ・・・左辺
　　ＤR ・・・右辺
　　ＤR1・・・右上角部
　　ＤR2・・・右下角部
　　Ｅ・・・上部球受け皿
　　Ｆ・・・下部球受け皿
　　Ｇ・・・発射ハンドル
　　Ｊ・・・保持具
　　Ｈ・・・固定装置
　　Ｈ１・・・回動操作部材
　　Ｐ・・・パチンコ機
　　Pin ・・・端子
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